
　

※ご案内・様式等は、各種色がついている所をタップしてご確認下さい。
※詳しくは国頭地区消防本部　警防課までお問合せ下さい。
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沖縄県指令センタ―では、令和 2年 7月 1日から Net119緊急通報システムを導入しています。 

この Net119 は、聴覚または音声・言語機能等に障害があり、電話による音声での通話が困難な

方がお持ちのスマートフォンを用いて、全国どこからでも音声のいらない 119 番通報ができるシス

テムです。※なお、このシステムを利用するには、国頭地区消防本部(警防課)での事前登録が必

要です。 

 

通報は、事前登録した情報や、GPSから取得した位置情報により通報場所を素早く特定し、チャッ

トによる文字でのやり取りで、音声によらず通報する事ができます。 

 

（1） 国頭村、大宜味村、東村に住居がある方 

（2） 聴覚または音声・言語機能に障がいがあり音声による 119番通報が困難な方 

 



 インターネット及びメール機能を使うことができる携帯電話、スマートフォン又はタブレット端末高

機能フィーチャーフォン(ガラケー)。 ※ 従来型の携帯電話（ガラケー）ではご利用できません。 

 

このシステムをご利用するには事前登録が必要になります。事前登録は下記から必要な書類を

ダウンロードし国頭地区消防本部 警防課に提出して下さい。 

 

（1）利用規約の確認及び承諾 

（2）利用申請書兼承諾書 

利用申請書兼承諾書（記入例） 

（3）変更申請書 

  変更申請書（記入例） 

（4）利用廃止申請書 

   利用廃止申請書（記入例） 

 

1 このシステムは、音声による 119番通報が可能な方はご利用いただけません。 

2 利用申請承諾書の緊急連絡先を記入する場合には、事前に対象の方の同意を得て下 

さい（通報時に沖縄県指令センターや消防本部から緊急連絡先に連絡する可能性がありま

す。） 

3 本システムを登録する際に、沖縄県指令センターから送信する電子メールが受信できる必要

があります。あらかじめ「＠center119.jp」及び「＠r-call119.jp」からのメールを受信できるよう

に設定変更しておいてください。 

4 その他、システム利用に必要な事項については Net119 緊急通報システム利用規約に記載し

ていますので、必ず内容をご確認下さい。 

https://kunigami.xsrv.jp/wp-content/uploads/2022/09/f2e83543100859ac21e30b0978ab24e0.pdf
https://kunigami.xsrv.jp/wp-content/uploads/2022/09/f2e83543100859ac21e30b0978ab24e0.pdf
https://kunigami.xsrv.jp/wp-content/uploads/2022/09/6dd739f49ca131414cc1e3c998b2ce3d.pdf
https://kunigami.xsrv.jp/wp-content/uploads/2022/09/f5405329f1a6b9e896c86f9f2f98df20.pdf
https://kunigami.xsrv.jp/wp-content/uploads/2022/09/0b6286b472e30fc78210354a0e25d6c1.pdf
https://kunigami.xsrv.jp/wp-content/uploads/2022/09/e9ee46ec712e2ce24bf3b22523cfe339.pdf
https://kunigami.xsrv.jp/wp-content/uploads/2022/09/d6b96855efe3127c508aa4102cc098fb.pdf
https://kunigami.xsrv.jp/wp-content/uploads/2022/09/89c00058b8fb98ed83f20f91f993bfbd.pdf
https://kunigami.xsrv.jp/wp-content/uploads/2022/09/89c00058b8fb98ed83f20f91f993bfbd.pdf


1. 利用条件の確認 

（1） 聴覚又は音声、言語機能に障害があり、音声による通報が困難な方 

（2） 国頭村、大宜味村、東村にお住まいの方、又は通勤、通学されている方 

（3） スマートフォン、タブレット端末又は一部の高機能フィーチャーフォンをお持ちの方（従来

型の携帯電話（ガラケー）ではご利用できません） 

 

 

2. 利用規約の確認及び利用申請書兼承諾書の提出 

（1） 利用規約の確認及び承諾 

（2） 利用申請書兼承諾書の記入 

（3） 利用申請書兼承諾書の提出（国頭地区消防本部 警防課に提出して下さい） 

 

 

3. システム登録 

沖縄県指令センターで、システム登録を行います。システム登録には利用申請書兼承諾書を提出

してから 1週間程度の時間を要する場合があります 

 

 

4. 登録完了メール 

システム完了した場合には、利用申請書兼承諾書に記載された利用者のメールアドレスに登録完

了メールを送信します。1 週間程度経過しても登録完了メールが届かない場合には、国頭地区消

防本部警防課までお問い合わせください。 

 

 

5. ショートカットアイコンの作成 

登録完了メールに貼りつけられている URL にアクセスし、通報画面になることを確認して

ください。通報画面が確認できた際には、URL のショートカットアイコンをスマートフォン等

の画面上に作成して下さい。 

 

 

                         このページのお問合せ先 

 

国頭地区行政事務組合消防本部 警防課 

〒905-1411 

                               国頭村字辺土名 1727番地 

TEL  0980-41-5700 

FAX  0980-41-2915 



 

メール 119 は、聴覚又は音声・言語機能等に障がいがあり、音声による 119 番通報

が困難な方が、お持ちの携帯電話などのＥメール機能を使って、音声によらずに 119

番通報できるシステムです。※ご利用される方は事前登録が必要です。 

注意事項を必ずご覧になり、申請書をご記入いただき提出して下さい。 

 

 

 

 

1） メール 119に関する注意事項はこちら 

 

2） メール 119の申請書はこちら 

 

 

 

 

※ご不明な点は国頭地区消防本部 警防課までお問合せ下さい。 

https://kunigami.xsrv.jp/wp-content/uploads/2022/09/1c2ebe02796e5cf6ebea324f61532c10.pdf
https://kunigami.xsrv.jp/wp-content/uploads/2022/09/1c2ebe02796e5cf6ebea324f61532c10.pdf
https://kunigami.xsrv.jp/wp-content/uploads/2022/09/c8cd2eab89f7728e4400ab9d5662839f.pdf
https://kunigami.xsrv.jp/wp-content/uploads/2022/09/c8cd2eab89f7728e4400ab9d5662839f.pdf


なにか伝えたいことがあれば、書いてください

FAX119通報用紙

国頭地区行政事務組合消防本部

（呼吸）　　　ある　　・　　ない

火災の場所病気　・　けが

（年齢）　　　　歳

自分の家　・　隣の家

※安全な場所にすぐに避難してください。

沖縄県
救急車や消防車が来
てほしい住所(場所)

（アパート等であれば、建物の名称と部屋番号も記入して下さい）

（性別）　　　　男　　・　　女　

（意識）　　　ある　　・　　ない

あなたの名前 FAX番号

どうしましたか？（　自分　自分以外　）

救急です 火事です


